
 
平成２６年１２月１６日 
中 央 教 育 審 議 会 
初 等 中 等 教 育 分 科 会 

資料２－２ いじめ防止対策推進法に関する調査について 

 

○地方いじめ防止基本方針 

平成２６年１０月１日時点 

 策定済み 策定に向けて検討中 策定するかどうか検討中 策定しない 

該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 

都道府県 46 97.9% 1 2.1% 0 0.0% 0 0.0% 

市町村 707  40.5% 833  47.7% 205  11.7% 0  0.0% 

平成２６年３月３１日時点 

 策定済み 策定に向けて検討中 策定するかどうか検討中 策定しない 

該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 

都道府県 35 74.5% 12 25.5% 0 0.0% 0 0.0% 

市町村 415 23.8% 1,040 59.6% 291 16.7% 0 0.0% 

 

○いじめ問題対策連絡協議会 

平成２６年１０月１日時点 

 
条例による設置 条例によらない設置 設置に向けて検討中 

設置するかどうか 

検討中 
設置しない 

該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 

都道府県 17  36.2% 26  55.3% 4  8.5% 0  0.0% 0  0.0% 

市町村 162  9.3% 370  21.2% 790  45.3% 333  19.1% 90  5.2% 

平成２６年３月３１日時点 

 
条例による設置 条例によらない設置 設置に向けて検討中 

設置するかどうか 

検討中 
設置しない 

該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 

都道府県 14 29.8% 18 38.3% 15 31.9% 0 0.0% 0 0.0% 

市町村 75 4.3% 231 13.2% 913 52.3% 434 24.9% 93 5.3% 

 

○教育委員会の附属機関 

平成２６年１０月１日時点 

 設置済み 設置に向けて検討中 設置するかどうか検討中 設置しない 

該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 

都道府県 29  61.7% 7  14.9% 2  4.3% 9  19.1% 

市町村 292  16.7% 807  46.2% 500  28.6% 147  8.4% 

平成２６年３月３１日時点 

 設置済み 設置に向けて検討中 設置するかどうか検討中 設置しない 

該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 

都道府県 20 42.6% 16 34.0% 2 4.3% 9 19.1% 

市町村 115 6.6% 868 49.7% 617 35.3% 148 8.5% 

地方いじめ防止基本方針については、都道府県の９７．９％、市町村の４０．５％

が策定済みであり、いじめ問題対策連絡協議会については、都道府県の９１．５％、

市町村の３０．５％が設置済みであり、教育委員会の附属機関については、都道府県

の６１．７％、市町村の１６．７％が設置済みであり、地方公共団体の長の附属機関

については、都道府県の７０．２％、市町村の９．９％が設置済みである。 



  

○地方公共団体の長の附属機関 

平成２６年１０月１日時点 

 設置済み 設置に向けて検討中 設置するかどうか検討中 設置しない 

該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 

都道府県 33  70.2% 10  21.3% 2  4.3% 2  4.3% 

市町村 173  9.9% 673  38.6% 705  40.4% 194  11.1% 

平成２６年３月３１日時点 

 設置済み 設置に向けて検討中 設置するかどうか検討中 設置しない 

該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 該当数 構成比 

都道府県 22 46.8% 19 40.4% 3 6.4% 3 6.4% 

市町村 73 4.2% 693 39.7% 758 43.4% 222 12.7% 

 

 

いじめ防止対策推進法を踏まえた学校の取組状況に関して 

※平成２６年１０月１日時点の数値は回答率９９．１％ 

 
○学校いじめ防止基本方針を策定した学校 

 平成２６年５月１日時点 平成２６年１０月１日時点 

該当数 構成比 該当数 構成比 

小学校 18,067 88.0% 20,072 97.7% 

中学校 9,033 86.3% 10,076 96.2% 

高等学校 4,133 81.3% 4,708 92.1% 

特別支援学校 892 83.0% 1,024 94.1% 

合計 32,125 86.5% 35,880 96.4% 

 

○いじめの防止等の対策のための組織を設置した学校 

 平成２６年５月１日時点 平成２６年１０月１日時点 

該当数 構成比 該当数 構成比 

小学校 19,421 94.6% 20,302 98.8% 

中学校 9,804 93.6% 10,337 98.6% 

高等学校 4,619 90.8% 4,965 97.1% 

特別支援学校 987 91.8% 1,057 97.2% 

合計 34,831 93.8% 36,661 98.5% 

 

学校いじめ防止基本方針について平成２６年１０月１日時点では９６．４％が策定

済み（同年５月１日時点と比較して９．９％増加）であり、いじめの防止等の対策の

ための組織については、平成２６年１０月１日時点では９８．５％が設置済み（同年

５月１日時点と比較して４．７％増加）である。 


